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後志胆振国有林の地域別の森林計画の変更について

【変更理由】

次の理由から森林法第７条の２第３項において準用する同法第５条第５項の規定に基づ

き、変更する。

１ 全国森林計画の一部変更に伴い、森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する

事項を除く。）及び林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項を変更する。

２ 森林・林業基本計画を踏まえ、保安林の解除をする必要が生じたことから、治山

にかかる計画を変更する。

本変更計画は、令和４年４月１日から適用する。

【変更項目】

１ 本文については、変更等を行う項目に係る部分を掲載しており、文中の下線部が

変更・追加箇所である。
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【現行計画】

第３ 森林の整備に関する事項

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法

立木の伐採のうち主伐については、更新を伴う伐採により行うものとする。

主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮

して行うこととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には、少なくと

も周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保することとする。

伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定することとす

る。

また、伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、

その方法を勘案して伐採を行うこととする。特に、伐採後の更新を天然更新による場

合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮することとする。

なお、自然条件が劣悪なため、更新を確保するため伐採の方法を特定する必要があ

る森林における伐採の方法については、択伐等適確な更新に配慮したものとする。

さらに、林地の保全、雪崩及び落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の

維持並びに渓流周辺及び尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要があ

る場合には、所要の保護樹帯を設置することとする。
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【変更計画】

第３ 森林の整備に関する事項

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法

立木の伐採のうち主伐については、更新を伴う伐採により行うものとする。

主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮

して行うこととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には、少なくと

も周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保することとする。

また、伐倒作業に伴う林業機械の走行等に必要な集材路の作設等に当たっては、伐

採する区域の地形や地質等を十分に確認した上で配置の計画や施工等を行い、森林の

更新及び森林の土地の保全への影響を極力抑える。

伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目安として選定することとす

る。

また、伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め、

その方法を勘案して伐採を行うこととする。特に、伐採後の更新を天然更新による場

合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮することとする。

なお、自然条件が劣悪なため、更新を確保するため伐採の方法を特定する必要があ

る森林における伐採の方法については、択伐等適確な更新に配慮したものとする。

さらに、林地の保全、雪崩及び落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の

維持並びに渓流周辺及び尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要があ

る場合には、所要の保護樹帯を設置することとする。

（具体的な取扱いは「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３月１６日付け２

林整整第１１５７号林野庁長官通知）による。）
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【現行計画】

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

（２）効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な

考え方

○効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準

単位：ｍ/ha

区 分 作業システム 路網密度

基幹路網

緩傾斜地（ 0°～15°） 車両系作業システム １００以上 ３５以上

車両系作業システム ７５以上 ２５以上
中傾斜地（15°～30°）

架線系作業システム ２５以上 ２５以上

車両系作業システム ６０以上 １５以上
急傾斜地（30°～35°）

架線系作業システム １５以上 １５以上

急 峻 地（35°～ ） 架線系作業システム ５以上 ５以上

（３）更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法

該当なし。
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【変更計画】

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

（２）効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な

考え方

○効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準

単位：ｍ/ha

区 分 作業システム 路網密度

基幹路網

緩傾斜地（ 0°～15°） 車両系作業システム １１０以上 ３５以上

車両系作業システム ８５以上 ２５以上
中傾斜地（15°～30°）

架線系作業システム ２５以上 ２５以上

車両系作業システム ６０<５０>以上 １５以上
急傾斜地（30°～35°）

架線系作業システム ２０<１５>以上 １５以上

急 峻 地（35°～ ） 架線系作業システム ５以上 ５以上

注）< >書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における路網密度である。

（３）林産物の搬出方法等

ア 林産物の搬出については、森林の更新及び森林の土地の保全への影響を極力抑

えつつ、効率性を確保するよう、傾斜等の地形、地質、土壌等の条件に応じた適

切な方法により行う。

（具体的な取扱いは「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３月１６日付

け２林整整第１１５７号林野庁長官通知）による。）

イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法

該当なし。



【現行計画】

Ⅱ　計画事項   
第５　計画量等 

 　５　保安林整備及び治山事業に関する計画

　　(１)　保安林として管理すべき森林の種類別面積等

単位　面積：ha

指定

解除 市町村 区域
面積 前半5ヵ年

の
計画面積

該当なし

イ　計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

種類

森林の所在
指定又は解除を必
要とする理由

備　　考
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【変更計画】

Ⅱ　計画事項   
第５　計画量等 

 　５　保安林整備及び治山事業に関する計画

　　(１)　保安林として管理すべき森林の種類別面積等

単位　面積：ha

指定

解除 市町村 区域
面積 前半5ヵ年

の
計画面積

解除  水源か 伊達市 303 1.74 1.74 指定理由の消滅
 ん養 304 0.50 0.50

2189 1.73 1.73

2190 1.60 1.60

2192 0.28 0.28

2193 0.43 0.43

2196 2.44 2.44

2200 2.20 2.20

2204 0.04 0.04

2205 0.05 0.05

2207 0.39 0.39

2208 2.53 2.53

2209 1.42 1.42

2212 2.09 2.09

2213 2.59 2.59

黒松内町 3001 1.04 1.04

3002 0.20 0.20

3003 1.17 1.17

3004 0.66 0.66

3005 0.03 0.03

23.13 23.13

イ　計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

計

種類

森林の所在
指定又は解除を必
要とする理由

備　　考

- 地域別変更6 -


